
英語教育ユニバーサルデザイン研究学会 オンライン研究会参加規約 

 
本規約は、英語教育ユニバーサル研究学会（以下、「本学会」␀いいます。）が提供するオンライン⏿の研究会・
講演会（インターネットを介した動画配信␃よる研究会、セミナー、当該研究会用資料（PDF ファイル）等、以下
「オンライン研究会」）の参加利用␃⏼い⏾定めるもの⏿す。オンライン研究会の参加を申込みされた方は、本規
約の内容すべ⏾を確認した上⏿同意し、また遵守するこ␀␃同意したもの␀み␂します。 
 
第１条（オンライン研究会の参加申込み、支払い） 

1.オンライン研究会の参加を希望される方（以下「参加申込者」␀いいます。）は、当学会所定の方法␃より
オンライン研究会の申込みを行うもの␀します。申込みの時点⏿、参加申込者は、当学会の定める規約お
よび参加費用その他参加条件のすべ⏾を確認の上、承諾したもの␀み␂します。 

2.オンライン研究会参加申込者は、当学会が指定する方法、期限を遵守し⏾、オンライン研究会の参加費用
を支払うもの␀します。 

3.本学会の会員␃よるオンライン研究会参加費は、年会費␃含まれるもの␀します。 

  
第 2 条（オンライン研究会参加のための視聴環境等） 
オンライン研究会参加のため␃必要␂視聴環境（パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環
境等）は，参加申込者の負担及び責任␃おい⏾準備するもの␀します。 

   
第３条（権利・帰属・著作権） 

当学会がオンライン研究会⏿提供するコンテンツ␃対する著作権は当学会または正当␂権利を有する権利者␃
帰属するもの⏿あり、参加申込者が以下の行為を行うこ␀は著作権侵害␀␂る場合があります。 

1.オンライン研究会⏿提供されるコンテンツの一部又は全部を当学会␃無断⏿転載するこ␀ 
2.オンライン研究会⏿提供されるコンテンツの一部又は全部を当学会␃無断⏿改変若しくは要約し⏾印刷

物若しくは電子媒体␃掲載するこ␀ 
3.その他当学会␃帰属する著作権を侵害する行為を行うこ␀ 

  
第４条（禁止事項・参加の解除等） 

1.参加申込者は、オンライン研究会の参加␃あたり、以下の各号のいずれか␃該当する行為又は該当する␀
当学会が判断する行為をし⏾は␂りません。 
（1） 公序良俗␃反する行為 
（2） 当学会、研究会の発表者、講師その他関係者の知的財産権、肖像権、ブライバシーの権利、名誉、そ

の他の権利又は利益を侵害する行為 
（3） 研究会の運営を妨害するおそれのある行為 
（4） 当学会のネットワークまたはシステム等␃不正␃アクセスし、または不正␂アクセスを試みる行為 
（5） 第三者␃成りすます行為 

（6） 研究会の他の参加者のＩＤまたはパスワードを利用する行為 
（7） 研究会の他の参加者の情報の収集 
（8） 当学会、研究会の発表者、講師、その他関係者␃不利益、損害、不快感を与える行為 
（9） その他、当学会が不適切␀判断する行為 

 



第 5 条（参加の解除等） 
1.参加申込者が以下の各号のいずれかの事由␃該当する場合、当学会は、事前␃通知又は催告するこ␀␂

く、当該参加申込者␃よるオンライン研究会の参加を解除するこ␀が⏿きます。 
（１）本規約のいずれかの条項␃違反した場合 
（２）当学会␃提供した登録事項の全部又は一部␃⏼き虚偽、誤記又は記載漏れがあ⏻た場合 
（３）過去当学会の規約␃違反した者またはその関係者⏿ある␀当学会が判断した場合 

2.当学会は、本条１項各号␃該当する参加申込者␃対し、損害賠償請求権等の法的措置を␀る場合があり
ます。 

3.本条␃基⏽き当学会が行⏻た行為␃より、参加申込者がオンライン研究会␃参加⏿き␂く␂⏻た␀し⏾も、
参加申込者は参加費の支払い義務を負うもの␀します。 

 
 第６条（規約の変更） 
本参加規約は、法令の改正、社会情勢の変化、コンピュータ技術の進歩等␃よ⏻⏾妥当性を欠くこ␀␃␂⏻た␀
当学会が判断した場合␃は改訂します。その場合、当学会は参加申込者␃対し⏾改訂の内容を当学会ホームペ
ージ␂␁␃おい⏾、速やか␃告知するもの␀します。 

  
第７条（免責事項） 

1. 当学会は、別途、オンライン研究会の参加␃参加可能␂ハードウェア及びソフトウェアの仕様等を定めま
すが、当該仕様␃おける視聴を保証するもの⏿は␂く、参加申込者の利用環境（ソフトウェアのセキュリテ
ィの設定等を含みます。）␃よ⏻⏾はオンライン研究会␃アクセス⏿き␂い場合があります。 

  
第８条（オンライン研究会の内容の変更、終了、返金） 

1.当学会は、当学会の都合␃より、オンライン研究会の内容を変更し、または提供を終了するこ␀が⏿きま
す。当学会がオンライン研究会の提供を終了する場合、当学会は参加申込者␃事前␃通知するもの␀しま
す。 

2.当学会は、前項の措置␃基⏽き参加申込者がオンライン研究会␃参加⏿き␂く␂⏻た場合␃限り、参加費
を返金いたします。 

 

第９条（参加者自身の都合␃よる参加取りやめの場合の参加費の扱い␃⏼い⏾） 
当学会が定めた参加登録変更期間を過ぎた後、参加申込者自身の都合等␃より参加が取りやめられた場合、
当学会がやむを得␂い␀認めた場合を除き、参加費用の返金␃は応じられません。 
 
第１０条（参加申込者情報の取扱い） 
当学会␃よる参加申込者情報の取扱い␃⏼い⏾は、別途当学会の個人情報保護規定（「英語教育ユニバーサ
ルデザイン研究学会個人情報保護規定」）の定め␃よるもの␀し、参加申込者はこの規定␃従⏻⏾当学会が参
加申込者の情報を取扱うこ␀␃⏼い⏾同意するもの␀します。 
 
 

（2020 年５月２６日制定） 


